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第 1 章 国立大学法人化への動き 
 
第 1 節 行財政改革と国立大学の法人化案 
 
733 国立大学の法人化に反対する九州大学声明 

（「部局長会議議事要旨」 1997（平成 9）年 11 月 4 日） 
国立大学の「独立行政法人化」等について 

 
九州大学は、本日の部局長会議において、行政改革会議等で論議されようとしてい

る、国立大学の独立行政法人化問題について審議し、次のように決定した。 
 

21 世紀を迎えようとする今日の情勢において、大学における教育・研究が果す役割

は極めて重要であり、その成果が将来の日本の命運を決すると言ってよい。九州大学

でもこのような観点から鋭意改革を推し進めるとともに、国立大学に相応しく、自ら

を厳しく律し、内部外部の評価を行い、意思決定システムの整備等についても努力を

続けている。 
しかし、現在報道されている国立大学の独立行政法人化あるいは民営化の構想は、

短期的で、かつ効率性に重点が置かれているようにみえる。一国の将来に関わる教育

の基本問題に触れることなく改革がなされるとすれば、我が国の将来に大きな禍根を

残すことは明らかであろう。 
国民の付託に基づき、長期的な視野に立った安定的かつ継続的な高等教育及び研究

の実施に責任を負う立場としては、このような改革には賛同しがたい。 
ここに反対の意志を表明する次第である。 

 
平成 9 年 10 月 21 日 

九  州  大  学 
 
734 国立大学法人案への対応についての九州大学教職員組合申入書 

2003 年 4 月 16 日 
九州大学学長 

梶山 千里 殿 
九州大学教職員組合   
執行委員長 中江 洋 
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国立大学法人法案への対応についての申入書 
 
 政府は 2 月 28 日、「国立大学法人法案」等の関連法案を閣議決定、国会に上程し、

今まさに国会審議が始まろうとしている。 
 だが、この法案には、以下に列挙するように、あまりにも問題点が多く、当該法案

の成立を許せば、日本の大学、ひいては日本の高等教育・学術研究の未来に対して大

きな禍根を残すことになる。 
 今般の「国立大学法人法案」がはらむ問題点のうち、特に重大と思われるものは以

下のとおりである。 
 
1．国立大学の設置者を国ではなく各国立大学法人とすることで、国の高等教育・研

究に対する財政責任が不明確になっていること。 
2．国立大学の法人化と、教職員の非公務員化とは全く別の問題である。しかるに、

十分な議論を経ることなく、国立大学教職員の非公務員化が前提とされ、それとセッ

トで法案審議が進められようとしていること。これが強行されれば、国は国立大学教

職員の雇用に責任を負わなくなり、雇用の不安定化を招くこと。 
3．文科省・文科大臣による、中期目標・中期計画をつうじた大学運営への直接的介

入がそもそも不適切であることに加え、大学評価・予算配分をつうじた間接的介入の

ルートが明文化されることで、文科省による明確な基準にもとづかない大学介入・統

制の危険性がこれまで以上に高まること。 
4．トップマネジメント確立の名の下に、あまりにも広範な権限が学長に付与され、

学長を頂点とするトップダウン方式で大学運営の一切が決定されるしくみになってい

ること。しかるに、大学法人の実質的な最高意思決定機関である学長および役員会の

行動をチェックする学内制度が不備（ほとんど皆無）であること。 
5．学長選考会議の構成が一律のお仕着せになっており、学長選考の方法について、

各大学が自由で多様な制度設計をする余地がきわめて小さいこと。 
6．これまでの国立大学における意思決定の中心を担ってきた教授会・評議会の権限

が、いわゆる「経営／教学の分離」のもとに、大幅に削減・縮小されていること。 
7．学外者関与のルートが一律・過大に設定されており、各大学が学外の声を大学運

営に反映させるために自由で多彩な制度設計をする余地がきわめて小さいこと。 
 
 大学とは、教職員・学生を中心に多種多様な人々が、それぞれの問題関心に従って

自由闊達な雰囲気の中で教育研究を行う場でなければならない。経営効率と実用性に

偏ったトップマネジメント方式の大学運営は、大学のあるべき姿にとって、あまりに

危険が大きい。さらに、自由で長期的な視野に立った公的教育研究を実現してゆくた
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めには、全学構成員の意思が大学運営に十分に反映されるシステムが不可欠である。

今般の「国立大学法人法案」は、こうした理念にことごとく逆行するものと言わざる

を得ない。 
 以上の理由から、わたしたち九州大学に働く教職員は、当該法案の廃案を強く求め

るものだが、学長・大学執行部もまた、当該法案への明確な反対の意思を国大協等の

場を通じて表明するとともに、かかる制度改悪に迎合し、これを先取りするような行

動をとらぬよう申し入れるものである。 
 
第 2 節 国立大学法人法の制定 
 
735 国立大学法人法  

（『官報』号外第 162 号 2003（平成 15）年 7 月 16 日） 
国立大学法人法をここに公布する。 

御 名   御 璽 
平成十五年七月十六日 

内閣総理大臣 小泉純一郎   
法律第百十二号 
   国立大学法人法 
目次 
 第一章 総則 
  第一節 通則（第一条―第八条） 
  第二節 国立大学法人評価委員会（第九条） 
 第二章 組織及び業務 
  第一節 国立大学法人 
   第一款 役員及び職員（第十条―第十九条） 
   第二款 経営協議会等（第二十条・第二十一条） 
   第三款 業務等（第二十二条・第二十三条） 
  第二節 大学共同利用機関法人 
   第一款 役員及び職員（第二十四条―第二十六条） 
   第二款 経営協議会等（第二十七条・第二十八条） 
   第三款 業務等（第二十九条） 
 第三章 中期目標等（第三十条・第三十一条） 
 第四章 財務及び会計（第三十二条―第三十四条） 
 第五章 雑則（第三十五条―第三十七条） 
 第六章 罰則（第三十八条―第四十一条） 
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 附則 
   第一章 総則 
    第一節 通則 
 （目的） 
第一条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が

国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設

置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置

して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定める

ことを目的とする。  
 （定義）  
第二条 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的と

して、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。  
2 この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。  
3 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置する

ことを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。  
4 この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分

野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同

利用の研究所をいう。  
5 この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以

下「国立大学法人等」という。）が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三

十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。  
6 この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、

第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。  
7 この法律において「年度計画」とは、準用通則法（第三十五条において準用する

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）をいう。以下同じ。）第三十一条第

一項の規定により中期計画に基づき国立大学法人等が定める計画をいう。  
8 この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課

程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。  
 （教育研究の特性への配慮）  
第三条 国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関におけ

る教育研究の特性に常に配慮しなければならない。  
 （国立大学法人の名称等）  
第四条 各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一

の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。  
2 別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立
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大学を設置するものとする。  
 （大学共同利用機関法人の名称等）  
第五条 各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ

別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。  
2 別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲

げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を

設置するものとする。  
 （法人格）  
第六条 国立大学法人等は、法人とする。  
 （資本金）  
第七条 各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資

があったものとされた金額とする。  
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立

大学法人等に追加して出資することができる。  
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その

他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物（第六項において「土地等」とい

う。）を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。  
4 政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立

大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収

入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行

政法人国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件を付することができる。  
5 国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、

その出資額により資本金を増加するものとする。  
6 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準とし

て評価委員が評価した価額とする。  
7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。  
8 国立大学法人等は、準用通則法第四十八条第一項本文に規定する重要な財産のう

ち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分と

して文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府から

の出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少す

るものとする。  
 （名称の使用制限）  
第八条 国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞ

れ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。  
    第二節 国立大学法人評価委員会  
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第九条 文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法

人評価委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。  
2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
 一 国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。  
 二 その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。  
3 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員そ

の他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。  
   第二章 組織及び業務  
    第一節 国立大学法人  
     第一款 役員及び職員  
 （役員）  
第十条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を置く。  
2 各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の

理事を置く。  
 （役員の職務及び権限）  
第十一条 学長は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十八条第三項に

規定する職務を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。  
2 学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する

会議（第五号において「役員会」という。）の議を経なければならない。  
 一 中期目標についての意見（国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部

科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。）及び年度計画に関する事項  
 二 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項  
 三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項  
 四 当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項  
 五 その他役員会が定める重要事項  
3 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理

し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行

う。  
4 監事は、国立大学法人の業務を監査する。  
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大

臣に意見を提出することができる。  
 （役員の任命）  
第十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。  
2 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成

する会議（以下「学長選考会議」という。）の選考により行うものとする。  
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 一 第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会に

おいて選出された者  
 二 第二十一条第二項第三号又は第四号に掲げる者の中から同条第一項に規定する

教育研究評議会において選出された者  
3 前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事

を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の

委員の総数の三分の一を超えてはならない。  
4 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。  
5 議長は、学長選考会議を主宰する。  
6 この条に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関

し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。  
7 第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学におけ

る教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちか

ら行わなければならない。  
8 監事は、文部科学大臣が任命する。  
第十三条 理事は、前条第七項に規定する者のうちから、学長が任命する。  
2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届

け出るとともに、これを公表しなければならない。  
第十四条 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、

その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしな

ければならない。  
 （役員の任期）  
第十五条 学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考会議の

議を経て、各国立大学法人の規則で定める。  
2 理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の

末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。  
3 監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間と

する。  
4 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任

命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用に

ついては、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。  
 （役員の欠格条項）  
第十六条 政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は、役員となることが

できない。  
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監
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事となることができる。  
 （役員の解任）  
第十七条 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定によ

り役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなけ

ればならない。  
2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに

該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任するこ

とができる。  
 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。  
 二 職務上の義務違反があるとき。  
3 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る

役員（監事を除く。）の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績

が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でな

いと認めるときは、その役員を解任することができる。  
4 前二項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長

選考会議の申出により行うものとする。  
5 学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、

文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。  
 （役員及び職員の秘密保持義務）  
第十八条 国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らして

はならない。その職を退いた後も、同様とする。  
 （役員及び職員の地位）  
第十九条 国立大学法人の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その

他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。  
     第二款 経営協議会等  
 （経営協議会）  
第二十条 国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関と

して、経営協議会を置く。  
2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。  
 一 学長  
 二 学長が指名する理事及び職員  
 三 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有

するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長

が任命するもの  
3 前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなければな
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らない。  
4 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。  
 一 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するも

の  
 二 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの  
 三 学則（国立大学法人の経営に関する部分に限る。）、会計規程、役員に対する報

酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経

営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項  
 四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項  
 五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項  
 六 その他国立大学法人の経営に関する重要事項  
5 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。  
6 議長は、経営協議会を主宰する。  
 （教育研究評議会）  
第二十一条 国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関

として、教育研究評議会を置く。  
2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。  
 一 学長  
 二 学長が指名する理事  
 三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、

教育研究評議会が定める者  
 四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員  
3 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。  
 一 中期目標についての意見に関する事項（前条第四項第一号に掲げる事項を除く。）  
 二 中期計画及び年度計画に関する事項（前条第四項第二号に掲げる事項を除く。）  
 三 学則（国立大学法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育研究に係る重要

な規則の制定又は改廃に関する事項  
 四 教員人事に関する事項  
 五 教育課程の編成に関する方針に係る事項  
 六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する

事項  
 七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授

与に関する方針に係る事項  
 八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項  
 九 その他国立大学の教育研究に関する重要事項  
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4 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。  
5 議長は、教育研究評議会を主宰する。  
     第三款 業務等  
 （業務の範囲等）  
第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。  
 一 国立大学を設置し、これを運営すること。  
 二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行

うこと。  
 三 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実

施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。  
 四 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。  
 五 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。  
 六 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって

政令で定めるものを実施する者に出資すること。  
 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。  
2 国立大学法人は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、文部科学大臣

の認可を受けなければならない。  
3 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の

意見を聴かなければならない。  
4 国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その

他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。  
 （大学附属の学校）  
第二十三条 国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、小学校、中学校、高

等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は専修学校を附属さ

せて設置することができる。  
    第二節 大学共同利用機関法人  
     第一款 役員及び職員  
 （役員）  
第二十四条 各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事

二人を置く。  
2 各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員

数以内の理事を置く。  
 （役員の職務及び権限）  
第二十五条 機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。  
2 機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成
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する会議（第五号において「役員会」という。）の議を経なければならない。  
 一 中期目標についての意見及び年度計画に関する事項  
 二 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項  
 三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項  
 四 当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項  
 五 その他役員会が定める重要事項  
3 理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人

の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のと

きはその職務を行う。  
4 監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。  
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部科学

大臣に意見を提出することができる。  
 （国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用）  
第二十六条 第十二条から第十九条までの規定は、大学共同利用機関法人の役員及び

職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機

構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考会

議」とあるのは「機構長選考会議」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第

二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「第

二十一条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第二十八条第二項第三号から第五

号まで」と、同条第七項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と読み替える

ものとする。  
     第二款 経営協議会等  
 （経営協議会）  
第二十七条 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事

項を審議する機関として、経営協議会を置く。  
2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。  
 一 機構長  
 二 機構長が指名する理事及び職員  
 三 当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し

広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議

会の意見を聴いて機構長が任命するもの  
3 前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなければな

らない。  
4 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。  
 一 中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に
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関するもの  
 二 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関

するもの  
 三 会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職

手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項  
 四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項  
 五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項  
 六 その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項  
5 経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。  
6 議長は、経営協議会を主宰する。  
 （教育研究評議会）  
第二十八条 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事

項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。  
2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。  
 一 機構長  
 二 機構長が指名する理事  
 三 大学共同利用機関の長  
 四 その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員  
 五 当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の

行う研究と同一の研究に従事するもの（前条第二項第三号に掲げる者を除く。）の

うちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの  
3 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。  
 一 中期目標についての意見に関する事項（前条第四項第一号に掲げる事項を除く。）  
 二 中期計画及び年度計画に関する事項（前条第四項第二号に掲げる事項を除く。）  
 三 教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項  
 四 職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項 
 五 共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針

に係る事項  
 六 大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項  
 七 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項  
 八 その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項  
4 教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。  
5 議長は、教育研究評議会を主宰する。  
     第三款 業務等  
 （業務の範囲等）  
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第二十九条 大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。  
 一 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。  
 二 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利

用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。  
 三 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力す

ること。  
 四 当該大学共同利用機関における研究の成果（第二号の規定による大学共同利用

機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。次号において同じ。）を普

及し、及びその活用を促進すること。  
 五 当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業

であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。  
 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。  
2 大学共同利用機関法人は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、文部

科学大臣の認可を受けなければならない。  
3 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の

意見を聴かなければならない。  
   第三章 中期目標等  
 （中期目標）  
第三十条 文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に

関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公

表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。  
2 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  
 一 教育研究の質の向上に関する事項  
 二 業務運営の改善及び効率化に関する事項  
 三 財務内容の改善に関する事項  
 四 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに

当該状況に係る情報の提供に関する事項  
 五 その他業務運営に関する重要事項  
3 文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の

意見を聴かなければならない。  
 （中期計画）  
第三十一条 国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、

当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成

するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければなら
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ない。これを変更しようとするときも、同様とする。  
2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
 一 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  
 二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置  
 三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  
 四 短期借入金の限度額  
 五 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画  
 六 剰余金の使途  
 七 その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項  
3 文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会

の意見を聴かなければならない。  
4 文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の

適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべき

ことを命ずることができる。  
5 国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公

表しなければならない。  
   第四章 財務及び会計  
 （積立金の処分）  
第三十二条 国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法

第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定によ

る積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた

金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る前条第一項の認可を受け

た中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）

の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第二十二条第一項又は第

二十九条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。  
2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評

価委員会の意見を聴かなければならない。  
3 国立大学法人等は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定

による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に

納付しなければならない。  
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要

な事項は、政令で定める。  
 （長期借入金及び債券）  
第三十三条 国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備

又は設備の設置に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借
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入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券（以下「債券」という。）を

発行することができる。  
2 前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又は債券で政令で定

めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又

は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のもの

に限る。  
3 文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴かなければならない。  
4 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法

人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。  
5 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一

般の先取特権に次ぐものとする。  
6 国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全

部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。  
7 商法（明治三十二年法律第四十八号）第三百九条、第三百十条及び第三百十一条

の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。  
8 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券

に関し必要な事項は、政令で定める。  
 （償還計画）  
第三十四条 前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行

する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文

部科学大臣の認可を受けなければならない。  
2 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評

価委員会の意見を聴かなければならない。  
   第五章 雑則  
 （独立行政法人通則法の規定の準用）  
第三十五条 独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第

十一条、第十四条から第十七条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条、

第三十一条から第五十条まで、第五十二条、第五十三条、第六十一条及び第六十三

条から第六十六条までの規定は、国立大学法人等について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」と

あるのは「文部科学省令」と、「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあ

るのは「国立大学法人評価委員会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。  
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読み替えられる独立行政

法人通則法の規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

第三条第三項 個別法 国立大学法人法 
第十四条第一項 長（以下「法人の長」とい

う。） 
学長（大学共同利用機関法

人にあっては、機構長。以

下同じ。） 
第十四条第二項 法人の長 学長 

この法律 国立大学法人法 
第十四条第三項 第二十条第一項 国立大学法人法第十二条

第七項（大学共同利用機関

法人にあっては、同法第二

十六条において準用する

同項） 
法人の長 学長 

第十五条第二項、第十六条

及び第二十四条から第二

十六条まで 

法人の長 学長 

第二十八条第二項 主務省令（当該独立行政法

人を所管する内閣府又は

各省の内閣府令又は省令

をいう。以下同じ。） 

文部科学省令 

第三十一条第一項 前条第一項 国立大学法人法第三十一

条第一項 
中期計画 同項に規定する中期計画

（以下「中期計画」とい

う。） 
第三十一条第二項 前条第一項の認可を受け

た後 
国立大学法人法第三十一

条第一項の認可を受けた

後 
第三十三条 中期目標の期間 国立大学法人法第三十条

第一項に規定する中期目

標（以下「中期目標」とい

う。）の期間 
第三十四条第二項 考慮して 考慮するとともに、独立行 
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  政法人大学評価・学位授与

機構に対し独立行政法人

大学評価・学位授与機構法

（平成十五年法律第百十

四号）第十六条第二項に規

定する国立大学及び大学

共同利用機関の教育研究

の状況についての評価の

実施を要請し、当該評価の

結果を尊重して 
第三十八条第二項 監事の意見（次条の規定に

より会計監査人の監査を

受けなければならない独

立行政法人にあっては、監

事及び会計監査人の意見。

以下同じ。） 

監事及び会計監査人の意

見 

第三十八条第四項 及び監事 並びに監事及び会計監査

人 
第三十九条 独立行政法人（その資本の

額その他の経営の規模が

政令で定める基準に達し

ない独立行政法人を除

く。） 

国立大学法人等 

第四十一条 第四条（第二項第二号を除

く。） 
第四条 

独立行政法人通則法第三

十九条 
国立大学法人法第三十五

条において準用する独立

行政法人通則法第三十九

条 
第四十四条第三項 第三十条第一項 国立大学法人法第三十一

条第一項 
第四十四条第五項 個別法で定める 国立大学法人法第三十二

条で定めるところによる 
第四十五条第一項 第三十条第二項第四号 国立大学法人法第三十一 
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  条第二項第四号 
第四十五条第五項 個別法に別段の定めがあ

る 
国立大学法人法第三十三

条第一項又は第二項の規

定による 
第四十八条第一項 第三十条第二項第五号 国立大学法人法第三十一

条第二項第五号 
第五十条 この法律及びこれ この法律及び国立大学法

人法並びにこれら 
第五十二条第三項 実績及び中期計画の第三

十条第二項第三号の人件

費の見積り 

実績 

第六十五条第一項 個別法 国立大学法人法 
 （財務大臣との協議）  
第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。  
 一 第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定

により金額を定めようとするとき。  
 二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、

第二項若しくは第六項若しくは第三十四条第一項又は準用通則法第四十五条第一

項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条第一項の規定

による認可をしようとするとき。  
 三 第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。  
 四 第三十二条第一項又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしよう

とするとき。  
 五 準用通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。  
 （他の法令の準用）  
第三十七条 教育基本法（昭和二十二年法律第二十五号）その他政令で定める法令に

ついては、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの

法令を準用する。  
2 博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）その他政令で定める法令について

は、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第二条第一

項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。  
   第六章 罰則  
第三十八条 第十八条（第二十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反して

秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  
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第三十九条 準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、

その違反行為をした国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の

役員若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。  
第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法

人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。  
 一 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなけ

ればならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。  
 二 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならな

い場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  
 三 この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、

その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。  
 四 第二十二条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。  
 五 第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。  
 六 第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。  
 七 準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったと

き。  
 八 準用通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書

に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出した

とき。  
 九 準用通則法第三十八条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報

告書若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧

に供しなかったとき。  
 十 準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。  
 十一 準用通則法第六十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし

たとき。  
第四十一条 第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。  
   附 則  
 （施行期日）  
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。  
 （学長となるべき者の指名等に関する特例）  
第二条 文部科学大臣は、この法律の施行の日において、この法律の施行の際現に附

則別表第一の上欄に掲げる大学の学長である者を、それぞれ同表の下欄に掲げる国

立大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後

に、指名された者以外の者が新たに当該大学の学長となったときは、当該指名され
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た者に代えて、当該学長を国立大学法人の学長となるべき者として指名するものと

する。  
2 前項に規定する国立大学法人の学長となるべき者の指名については、準用通則法

第十四条第三項の規定は、適用しない。  
3 文部科学大臣は、附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長である者の任期の末日

が平成十六年三月三十一日であるときは、準用通則法第十四条第二項の規定にかか

わらず、当該大学に設けられた選考会議（学長、副学長及び学部、研究科、大学附

置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長（旧設置法（国立大学法人法等の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十五年法律第百十七号。以下「整

備法」という。）第二条の規定による廃止前の国立学校設置法（昭和二十四年法律第

百五十号）をいう。以下同じ。）第七条の三第一項に規定する評議会の評議員その他

これに準ずる者を含む。）並びに旧設置法第七条の二第一項に規定する運営諮問会議

の委員のうち当該大学が定める者で構成する会議をいう。）において第十二条第七項

に規定する者のうちから選考された者を、当該大学の学長の申出に基づき、国立大

学法人の成立の日において、同表の下欄に掲げる国立大学法人の学長として任命す

るものとする。  
4 第一項の規定により指名され、準用通則法第十四条第二項の規定により国立大学

法人等の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、第十五条第一項

の規定にかかわらず、附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長としての任期の残任

期間と同一の期間とする。  
 （国立大学法人等の成立）  
第三条 別表第一に規定する国立大学法人及び別表第二に規定する大学共同利用機関

法人は、準用通則法第十七条の規定にかかわらず、整備法第二条の規定の施行の時

に成立する。  
2 前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第十六条の規定にかか

わらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立

の登記をしなければならない。  
 （職員の引継ぎ等）  
第四条 国立大学法人等の成立の際現に附則別表第一の上欄に掲げる機関の職員であ

る者（独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）附則第二条

又は独立行政法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）附則第二条の

規定により、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人海洋研究開発機構の

職員となるものとされた者を除く。）は、別に辞令を発せられない限り、国立大学法

人等の成立の日において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員とな

るものとする。  
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第五条 前条の規定により各国立大学法人等の職員となった者に対する国家公務員法

（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項の規定の適用については、各国

立大学法人等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国

家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職

国家公務員等となるため退職したこととみなす。  
第六条 附則第四条の規定により附則別表第一の上欄に掲げる機関（以下「旧機関」

という。）の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その

者に対しては、国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく

退職手当は、支給しない。  
2 各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退

職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第

二条第一項に規定する職員（同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。）

としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみな

して取り扱うべきものとする。  
3 国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第四

条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学

法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規

定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定

の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての

在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、そ

の者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）

の支給を受けているときは、この限りでない。  
4 各国立大学法人等は、国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在

職し、附則第四条の規定により引き続いて附則別表第一の下欄に掲げる国立大学法

人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から雇用保険法（昭和四十

九年法律第百十六号）による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立

大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職

したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を

受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額

に相当する額を退職手当として支給するものとする。  
第七条 附則第四条の規定により国立大学法人等の職員となった者であって、国立大

学法人等の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童

手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項（同法附則第六条第二項、第

七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）の規定による認定を受けているものが、国立大学法人等の成立の日において児
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童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付（以

下この条において「特例給付等」という。）の支給要件に該当するときは、その者に

対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、国立大学法人等の成立の日にお

いて同法第七条第一項の規定による市町村長（特別区の区長を含む。）の認定があっ

たものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当

又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項（同法附則第六条第二項、第七条第四

項又は第八条第四項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、国立大学

法人等の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。  
 （各国立大学法人等の職員となる者の職員団体についての経過措置）  
第八条 国立大学法人等の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規

定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第四条の規定により各国立大

学法人等に引き継がれる者であるものは、国立大学法人等の成立の際労働組合法（昭

和二十四年法律第百七十四号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場

合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものと

する。  
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、国立大学法人等の成立の

日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の

規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地に

おいて登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。  
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、国立大学法人等の成立の

日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書（第一号に

係る部分に限る。）の規定は、適用しない。  
 （権利義務の承継等）  
第九条 国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務（整備法第二条の規

定による廃止前の国立学校特別会計法（昭和三十九年法律第五十五号。以下この項

及び次条において「旧特別会計法」という。）附則第二十一項の規定により旧特別会

計法に基づく国立学校特別会計（附則第十一条第一項において「旧特別会計」とい

う。）から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係

る義務を含む。）のうち、各国立大学法人等が行う第二十二条第一項又は第二十九条

第一項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定める

ものを除き、当該国立大学法人等が承継する。  
2 前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、

当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計

額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額（国立大学法人にあ

っては、当該価額に附則第十二条第一項の規定により当該国立大学法人が独立行政
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法人国立大学財務・経営センター（以下「センター」という。）に対して負担する債

務の額を加えた額）を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、

政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。  
3 前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部

又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が

定める基準により算定した額に相当する金額をセンターに納付すべき旨の条件を付

して出資されたものとする。  
4 文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協

議しなければならない。  
5 第二項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準とし

て評価委員が評価した価額とする。  
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 
第十条 国立大学法人等の成立の際、旧特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学

大臣から旧機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、

その残余に相当する額は、国立大学法人等の成立の日において各国立大学法人等に

奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に

関し必要な事項は、文部科学省令で定める。  
第十一条 整備法第二条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の

活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六

号。附則第十四条第一項において「社会資本整備特別措置法」という。）第七条第六

項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられ

た金額（附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等に承継されたものに限る。）

は、附則第十四条第一項の規定により国から当該国立大学法人等に対し無利子で貸

し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。  
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還

期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。  
 （センターの債務の負担等）  
第十二条 文部科学大臣が定める国立大学法人は、センターに対し、独立行政法人国

立大学財務・経営センター法（平成十五年法律第百十五号）附則第八条第一項第二

号の規定によりセンターが承継した借入金債務のうち、当該国立大学法人の施設及

び設備の整備に要した部分として文部科学大臣が定める債務に相当する額の債務を

負担する。  
2 文部科学大臣は、前項の規定により債務を定めようとするときは、財務大臣に協

議しなければならない。  
3 第一項の規定により債務を負担することとされた国立大学法人は、文部科学大臣
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が定めるところにより、センターが承継した借入金債務を保証するものとする。  
4 第一項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他の同

項の規定による債務の負担及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項

は、政令で定める。  
5 前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、第三十三条第二項

に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。  
 （国有財産の無償使用）  
第十三条 国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関に使用されている国有財産

であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用

に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。  
2 国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関の職員の住居の用に供されている

国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法

人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。  
 （国の無利子貸付け等）  
第十四条 国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で社会資本整備

特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又

は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合に

おける第三十五条の規定の適用については、同条の表第四十五条第五項の項中「第

三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項若しくは第二項又は附

則第十四条第一項」とする。  
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令

で定める期間とする。  
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰

上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。  
4 国は、第一項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該

貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行う

ものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還

金に相当する金額を交付することにより行うものとする。  
5 国立大学法人等が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、

第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場

合（政令で定める場合を除く。）における前項の規定の適用については、当該償還は、

当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。  
 （旧設置法に規定する大学等に関する経過措置）  
第十五条 附則別表第一の上欄に掲げる大学は、国立大学法人の成立の時において、

それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人が第四条第二項の規定により設置する別
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表第一の第二欄に掲げる国立大学となるものとする。  
2 旧設置法第九条に規定する国立久里浜養護学校は、国立大学法人筑波大学の成立

の時において、国立大学法人筑波大学が第四条第二項の規定により設置する筑波大

学に附属して設置される養護学校となるものとする。  
第十六条 国立大学法人の成立の際現に附則別表第二の上欄に掲げる国立短期大学に

在学する学生が存する場合には、同表の中欄に掲げる国立大学法人は、当該学生が

当該国立短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができる

ようにするため、同表の下欄に掲げる短期大学（以下「新国立短期大学」という。）

を設置する。  
2 新国立短期大学は、前項に規定する学生が当該新国立短期大学に在学しなくなる

日において、廃止するものとする。  
3 第一項の規定により新国立短期大学を設置する国立大学法人に対する第二十二条

第一項第一号の規定の適用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学

（附則別表第二の下欄に掲げる新国立短期大学を含む。以下この条において同じ。）」

とする。  
4 附則別表第二の上欄に掲げる国立短期大学は、国立大学法人の成立の時において、

それぞれ同表の下欄に掲げる新国立短期大学となるものとする。  
第十七条 国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の一部を改正する法律（平成

十四年法律第二十三号）附則第二項の規定により平成十四年九月三十日に当該大学

に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた図書館情報大学、

山梨大学及び山梨医科大学並びに国立学校設置法の一部を改正する法律（平成十五

年法律第二十九号）附則第二項の規定により平成十五年九月三十日に当該大学に在

学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた東京商船大学、東京水

産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川

大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐

賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学に在学する者は、

当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった

教育課程の履修を、附則別表第三の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲

げる国立大学において行うものとし、当該国立大学は、そのため必要な教育を行う

ものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な

事項は、当該国立大学の定めるところによる。  
 （不動産に関する登記）  
第十八条 各国立大学法人等が附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を

承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特

例を設けることができる。  
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 （国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経

過措置）  
第十九条 国立大学法人等の成立の際現に係属している国立大学法人等が行う第二十

二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件で

あって各国立大学法人等が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、

当該国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関

する法律（昭和二十二年法律第百九十四号）に規定する国又は行政庁とみなし、同

法の規定を適用する。  
 （最初の教育研究評議会の評議員）  
第二十条 国立大学法人等の成立後の最初の第二十一条第一項及び第二十八条第一項

に規定する教育研究評議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評

議員で組織するものとする。  
 一 国立大学法人の教育研究評議会 第二十一条第二項第一号及び第二号に掲げる

者 
 二 大学共同利用機関法人の教育研究評議会 第二十八条第二項第一号から第三号

までに掲げる者  
 （名称の使用制限に関する経過措置）  
第二十一条 この法律の施行の際現にその名称中に国立大学法人又は大学共同利用機

関法人という文字を用いている者については、第八条の規定は、この法律の施行後

六月間は、適用しない。  
 （政令への委任）  
第二十二条 附則第二条及び第四条から前条までに定めるもののほか、国立大学法人

等の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。  
附則別表第一（附則第二条、附則第四条、附則第六条、附則第十五条関係） 

機         関 国立大学法人等 
〔中略〕 
旧設置法第三条第一校の表に掲げる九州大学 国立大学法人九州大学 
〔中略〕 
附則別表第二（附則第十六条関係） 

国立短期大学 国立大学法人 新国立短期大学 
〔中略〕 
旧設置法第三条の五第

二項の表に掲げる九州 国立大学法人九州大学 九州大学医療技術短期大学部 
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大学医療技術短期大学

部 
  

〔中略〕 
附則別表第三（附則第十七条関係） 

在     学     者 必要な教育を行う国立大学 
〔中略〕 
九州芸術工科大学に在学する者 九州大学 
〔中略〕 
別表第一（第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則第十五条関係） 

国立大学法人の名称 国立大学の名称 
主たる事務

所の所在地 
理事の員数 

〔中略〕 
国立大学法人九州大学 九州大学 福岡県 八 
〔中略〕 

財務大臣 塩川正十郎   
文部科学大臣 遠山 敦子   
内閣総理大臣 小泉純一郎   

〔註〕原本縦書き。 

 
736 九州大学の現状・将来と国立大学法人化 

（『九大広報』別冊 2004（平成 16）年 4 月） 

Ⅵ 総長からのメッセージ 法人化に向けて（2004 年 1 月 1 日） 
九州大学の現状・将来と国立大学法人化 

九州大学総長 梶山 千里 

 
 平成 15 年 7 月に国立大学法人法が国会で採決され、平成 16 年 4 月 1 日より始まる

法人化体制に向けて各大学で準備が進められています。九州大学は、国立大学法人九

州大学に名称が変わります。法人化により大学の運営・経営法、財務会計制度、人事

関係制度等が変わり、大学活動の根幹である教育、研究、社会貢献、国際貢献にも各

大学の特色・特徴を出すことが要請されています。 
国立大学法人化元年となる平成 16 年となり、ここに総長として九州大学の現状と

将来に対する考えを述べ、さらに法人化により九州大学はどのように変革・改革すべ

きかを示したいと思います。そして、私が何よりも強調したいのは、平成 16 年度に

九州大学の法人化体制を円滑にスタートさせるために、また法人化体制の下での本格
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的な競争が始まる平成 17 年度以降の生き残りをかけた活動を行うために、教職員一

人一人の力強い支援と新たな決意、真摯な努力が必要不可欠であるということです。 
 
1 法人化とは  
 
 法人化の基本骨格は、「個性輝く大学」作りを目差した、 
1)役員会、教育研究評議会、経営協議会を中心とした自主的、自律的な大学運営・経

営体制の確立 
2)民間的発想と大学運営への学外者の参画 
3)非公務員型人事システムの導入 
4)第三者評価機関による透明性の高い評価に基づく改革サイクルの確立 
にあります。九州大学では、これら法人化の基本理念を具体化することにより、世界

レベルの教育研究の中核的拠点を構築することが求められています。しかし、教育研

究の中核的拠点構築や、自主的・自律的大学運営組織の実現は、本来法人化とは関係

なく国立大学自らが進んで行うべき改革・変革の一環であり、国立大学の教育・研究

の成果や、社会貢献・国際貢献に関する活動を社会に対して目に見える形で示すこと

が、国立大学の責務です。国立大学の法人化という多分に強制的な仕掛けの大学改革

には、大学人として抵抗を感じるところもありますが、大学運営のほとんどを公的資

源に頼っている国立大学として、これまで社会的要請に充分に応えてこなかったこと

は反省すべきです。九州大学の活動の重点 4 分野（教育、研究、社会貢献、国際貢献）

で他大学と比較して特徴のある活動と顕著な成果を出し、大学の活動、成果のピーク

を社会に対して分かりやすく目に見える形で情報発信することが、教育研究の世界的

拠点大学として九州大学が生き残るための唯一の道です。そのために、教職員には、

学生や社会という受益者側の発想に立って、活動の専門性、実行のスピード、責任感、

倫理観を持った行動が求められます。 
 法人化に伴い、大学運営・経営に対して総長のリーダーシップの発揮が強く求めら

れるようになります。そのため従来より一層、教育研究の現場で活躍する教職員との

意思の疎通及び意見の汲み上げが重要となります。法人化後も引き続き置かれる部局

長会議や各種委員会での意見交換、あるいは組合との話合いもその重要な手段となり

ます。大学の使命は人材育成と基礎研究です。法人化後は外部資金導入のために応用・

実用研究が中心となり、基礎研究が疎かになるとの意見もありますが、私は人材育成

と基礎研究を中核に据えていくことが九州大学の見識であると信じています。また、

法人化後の運営費交付金の配分、就業規則等の法律・規則の適用に当たっては、柔軟

で可能な限り教職員にとって効率良く、自由度の高い運用を行うつもりですが、それ

に対する社会的説明責任を忘れてはなりません。  
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2 九州大学の現状・将来 
 
 九州大学の活動基盤、将来構想と改革・変革に関する仕掛けについて説明します。

九州大学の 4 重点活動分野は、教育、研究、社会貢献、国際貢献です。これらの四つ

の活動は、「新科学領域への展開」と「アジア指向」という九州大学の将来構想の二本

柱の中で実現され、成果を挙げていくことになります。教員の活動に対しては、教育

研究のための資金、研究スペース及び研究員の重点配分と、教育研究に専念できる時

間の確保の四つのインセンティブで支援します。これら 4 活動分野＋2 将来構想＋4
支援項目を「4＋2＋4 九大アクションプラン」として、教育、研究の世界の中核的拠

点構築のエンジンにしています。 
 平成 14 年度と 15 年度の文部科学省の「21 世紀 COE プログラム」に、九州大学か

らは 9 件が採択されました。九州大学の歴史と過去の実績を見れば、これは全く不本

意な結果であったと残念に思っています。教育研究の拠点形成には、大学の制度や組

織整備は重要ですが、教職員の教育研究に対する意欲や競争心も重要な因子です。教

育研究における顕著な成果→競争的資金獲得額の増加→卓越した教育研究現場の形成

→さらに高度な研究成果を生み出す研究環境の整備、という良循環が持続的に維持さ

れるかどうかは、部局はもとより教員個人の積極性、意欲、競争心に強く依存してい

ます。法人化後 6 年間の第一ステージで、九州大学及び各部局の社会的評価が決まり

ます。法人化後は今より一層競争的資金が増加し、研究プロジェクトやプログラムが

大型化することが予想されます。間接経費を獲得した大学には、間接経費を更に二重

に支援する制度も考えられていますし、運営費交付金自体にも競争的資金が導入され

ています。九州大学構成員の教育研究活動に於けるなお一層の奮起が望まれるのも、

九州大学が世界の教育研究の拠点大学として社会的に評価、支持されるか否かは、法

人化後の短期間で決まるからです。過去に帝国大学の一つとして国から手厚い支援を

受けてきたとか、九州で最高の大学という意識はもはや通用しなくなっています。 
 次に、九州大学として今後重点的に行うべき教育、研究、社会貢献、国際貢献につ

いて解説します。これらの分野での九州大学の改革は、各種委員会で充分検討され実

行に移されているものもありますが、私見も含めて取り組むべき内容を解説してみま

す。 
 
2-1 教育：学生の立場に立った授業と社会人教育  
 
 人材育成は大学の最も重要な使命の一つです。全学教育、専攻教育を含む学士課程

教育及び大学院教育において、人材育成という原点に戻って教育改革を行うべきです。
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人材育成の原点とは、 
1)感動できる感性を養う教育 
2)社会に役立つという意識を持たせる教育 
3)社会性、人間性、国際性を身に付けさせる教育 
4)倫理観を身に付けさせる教育 
5)創造性・独創性を生み出す教育 
6)資格を取得させる教育 
のことです。  
 今後の日本社会では、受益者側に立った政策、施策が行われるべきです。受益者と

は、行政では住民、企業では消費者、利用者であり、大学では学生です。法人化後の

九州大学でも学生の側に立った教育方法の改善が行われるべきです。学生の側に立っ

た授業とは、学生が理解でき、上記の 1)～6)を実現するための工夫がなされているこ

とです。授業方法の改善として、 
1)週複数回授業による理解度の向上 
2)プレースメントテストの実施と習熟度別クラス編成（英語、数学、物理、化学等） 
3)学生による授業評価と評価結果の活用 
4)全学 FD の実施 
5)問題提起型授業による独創性・創造性の啓発 
6)授業の IT 化と e-learning 教育の実施 
7)授業科目のコード化 
8)インターンシップの実施 
9)留学生に対する外国語による授業の組織化と一元化 
等が挙げられます。九州大学は、今後学生に授業内容を習熟させ、どのような学生を

育てたか（アウトプット）だけでなく、どのように社会に役立っているか（アウトカ

ム）という評価に耐えられる人材育成を行うことができるよう、教育改善を行ってい

きます。 
 九州大学の教育制度の特色である「21 世紀プログラム」の 6 年間一貫教育と国際性

を育むための制度の確立や、「学府・研究院制度」を利用した新教育組織（学府）の立

ち上げ、それをトリガーにした新教育・研究組織の構築がなければ、九州大学の教育

制度の特色を活かすことはできません。幸いにも「21 世紀プログラム」は、文部科学

省の平成 15 年度の「特色ある大学教育支援プログラム」に採択され、新しい展開と

充実、さらにその考え方を基礎とした全学的展開を図っているところです。また、平

成 15 年度は、「学府・研究院制度」の特色を活用して 6 研究院と 2 研究所の教員の協

力により、システムバイオテクノロジーやゲノム研究者の育成、DNA 診断・治療に

関するベンチャー企業家の育成をも目差した「システム生命科学府」をスタートさせ
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ました。 
 日本の国立大学は、従来、社会人教育にほとんど貢献してきませんでした。一度大

学を卒業した後に大学で勉強することを希望する社会人のキャリア・アップ、資格・

技術・法律知識の更新あるいは身に付けた専門と異なる専門職大学院への進学など、

バラエティーに富み、深くて広い知識を身に付けた社会人の育成は、法人化後の国立

大学の重要な社会貢献の一つです。18 才就学人口減少による人材発掘として、社会人

の再教育と優秀な留学生の獲得が、今後九州大学としても重要な教育政策と戦略にな

ります。平成 13 年度に、九州大学は社会人教育あるいは専門職大学院として、医療

を統合・調整・組織化できる人材育成のために、医学系学府に「医療経営・管理学専

攻」を設置・スタートさせましたし、平成 15 年度には、技術の分かるアジアビジネ

スに精通した MBA 育成のため「ビジネススクール」を開校しています。また平成 16
年度は、実務プロセス重視で真の法曹育成を目差して「ロースクール」を開校します。

今後、九州大学の専門職大学院として「感性・デザインスクール」、「経営者育成スク

ール」、「知的財産管理者養成スクール」等の社会人教育コースを実現したいと思って

います。さらに、各学府で特色ある寄附講座を獲得することも、九州大学の教育研究

戦略として重要な課題となります。 
 
2-2 研究：基礎研究のレベルアップと世界レベルの研究拠点構築 
 
 質の高い基礎研究の成果の情報を発信し続けることは、文系、理系を問わず大学の

存在理由であり、社会的使命の一つです。そのため法人化後も、大学として基礎研究

を強力に支援することは九州大学の見識であり、責務と考えています。但し、基礎研

究であってもその成果には評価が伴います。そして、その基礎・基盤研究が行われて

いることが、 
1)若い人達へ学問的意欲と刺激を与えること

2)日本人あるいは地域住民として誇れること

3)次世代の基礎研究の進展に役立つこと 
等の評価基準を定める必要があります。過去の科学の発展を見ますと、本質的かつ本

物の基礎研究であればあるほど、必ず人類にとって役立つ応用・実用研究に発展して

います。 
 平成 14 年度と 15 年度に文部科学省へ申請した「21 世紀 COE プログラム」の採択

結果は、総合大学として研究拠点校である九州大学にとって、必ずしも満足のいくも

のではありませんでした。九州大学として、特定研究領域でのスーパースターの養成

や学際的研究の推進とレベル向上を真剣に考えないと、九州大学が研究拠点校から脱

落する可能性があることを警告する結果であったと、総長としては真摯に受け止めて
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います。世界レベルと比較して九州大学としての特色があり、かつ卓越した研究成果

を、世界に向けて有効に情報発信してこなかったこともその一因です。「21 世紀 COE
プログラム」の結果に対する反省点をチェックすることも重要ですが、それ以上に世

界レベルの研究・教育の成果の情報を社会に発信し続け、九州大学の実力を世界に認

知させておくことが、「21 世紀 COE プログラム」をはじめとする大型プロジェクト

の採択には不可欠です。研究・教育拠点作りのための組織再編成は教員人事が成否を

決めます。平成 16 年度の国立大学の法人化後は、教育、研究、社会貢献、国際貢献

を含むあらゆる分野、領域でますます競争制度が導入されます。前述しましたように

運営費交付金と言えども、過去の校費のように大学の規模等で一律に決まるのではな

く、競争的資金がかなりの割合を占めます。「21 世紀 COE プログラム」の採択結果、

科学研究費補助金の獲得状況、国の大型プロジェクトへの採択結果、奨学寄附金の受

入れ状況から判断しますと、総合大学としての九州大学は、研究・教育の一流の拠点

校として満足できる状況ではありません。法人化後の競争社会で、九州大学は拠点大

学として勝ち残れるかどうかの瀬戸際に置かれていると、総長としては認識していま

す。 
 九州大学が研究分野で今後行わなくてはならない事項としては、 
1)特定研究領域でのスーパースターの育成と獲得 
2)大学のランク付けの尺度となっている「21 世紀 COE プログラム」の平成 16 年度

の採択 
3)地域として特色・特徴のある研究支援 
4)重要研究プロジェクトの組織化、センター化 
5)人材の先行投資による新研究・教育組織の重点整備 
6)研究により得られた知的財産の保護と有効活用 
7)九州大学関係者のノーベル賞受賞 
等があります。 
 
2-3 社会貢献：社会人教育と産学連携  
 
 現在、九州大学が行っている社会貢献関連事項として高大連携、公開講座、大学発

成果発表、企業との共同研究等があります。社会貢献としては、今後、社会人教育と

産学連携が二大重点項目になります。社会人教育については既に「2-1．教育」の項で

述べましたので、ここでは産学連携関係に絞って解説します。 
 法人化後の産学連携を意識して、九州大学は新しいビジネスモデルとして企業に対

して包括型産学連携を提案し、複数企業との間で新しい制度の共同研究が既にスター

トしています。包括型産学連携とは、従来型の「企業」対「教授（講座）」の線的関係
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から、「企業」対「大学の研究グループ（リサーチコア等）」という面的関係となるこ

とです。共同研究の進行状況のチェック、知的財産配分等、共同研究に関するあらゆ

る問題を、企業と大学双方のスタッフからなる推進協議会が全責任をもって解決して

いくものです。大学側からの研究成果に大学として責任を持つという制度の確立は、

大学と企業の間に信頼が醸成されるという意味では非常に重要です。新制度の下では、

共同研究遂行中の組織の再編成や、研究内容の変化等が容易になり、従来の問題解決

型から課題発展型の共同研究体制となっています。また、共同研究のスタート時から

企業・大学の研究者が互いの研究室を利用して共同研究を推進するという形式になっ

ていることも、従来型の大学における共同研究体制と異なるところです。現在の包括

型産学連携は、九州大学と各企業との共同研究ですが、将来は九州大学と同種企業の

連合体との共同研究、即ち産業別包括型産学連携に発展させたいと思います。平成 15
年 10 月に文部科学省の支援により設置された知的財産本部と、現在 43 ある、九州大

学の特色ある研究グループである「リサーチコア」が包括型産学連携の推進に多大な

貢献をしています。九州大学では国内外の包括型産学連携の推進、ベンチャービジネ

スの展開、特許の取得、知的財産の保護等に産学連携チームが活躍しています。産学

連携チームは、国内外でビジネスマインドと社会貢献のノウハウを身に付けた文系、

理系を問わない若い教員で構成されており、異なった文化と経験を身に付けた集団が

その個々の特色を遺憾なく発揮しています。 
 今後九州大学が社会連携として推進すべき事項には、 
1)実効ある高大連携 
2)インターンシップの拡大 
3)新領域の専門職大学院の設置 
4)機関所属の特許数の増大と企業の利用の拡大 
5)大学発ベンチャービジネスの支援 
6)包括型産学連携の拡充と産業別産学連携の組織化 
7)知的財産本部と（株）産学連携機構九州（TLO）との共同展開 
等があります。 
 
2-4 国際貢献：実質的で実効ある国際交流を目差して 
 
 九州大学は、世界の多くの大学との間に大学間、部局間あるいは学生のための交流

協定を結び、既に教職員や学生が活発に交流しています。現在進めているアジア地域

での国際交流は、従来の九州大学と個々の海外の大学との間で結ばれた線的交流から、

九州大学とアジアの拠点大学の集合組織との交流、即ち面的国際交流へと変化してい

ます。その例として、九州大学が中心となって構築した、アジアの拠点大学を面で結
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ぶユニバーシティネットワークがあります。また、平成 15 年よりアジアの拠点大学

と九州大学との間で互いにブランチオフィスを開設しており、国際交流は勿論のこと、

教育と研究分野の協力や産学連携を目に見える形で実質的に進めていきます。また、

東アジアの拠点大学に九州大学の研究センターを開設する交渉も進めています。これ

らのブランチオフィスや研究センターの開設は、アジアの拠点大学との間の学術交流、

学生交流の促進に役立ちますが、それに加えてアジアからの優秀な留学生獲得の一方

策としても利用したいと思っています。東アジア地域の研究拠点大学の連合への加盟

も、九州大学を東アジアの拠点大学の一つとして認知させるために不可欠です。世界

の拠点大学との教職員派遣、学生の単位互換等実質的交流が、九州大学の名を世界に

広めるための重要な手段となり、九州大学を教育研究の拠点大学として世界に認知さ

せることに繋がります。九州大学ブランドを世界的に認知させることが、法人化後の

国際競争社会での九州大学の生き残りに不可欠となっています。また、アジアだけで

なく欧米にも九州大学のオフィスを設置し、世界の学術情報の収集と九州大学の情報

発信を行います。 
 アジアの拠点大学との目に見える形での交流の一例として、上海交通大学との国際

的包括型産学連携があります。上海交通大学は江沢民前中国国家主席の出身大学であ

り、中国の最重要拠点大学の一つです。九州大学と上海交通大学が協力して、両地域

の地場産業の活性化と、中小企業間のビジネスのスタートを支援しています。中小企

業中心の地場産業に対して、両地域の企業間のビジネススタートに向けて必要な信頼

感を両大学が保障するという組織体制を作っています。この国際的包括型産学連携組

織には地域行政も参画し、現在、機械、自動車産業を中心に、両地域の中小企業間に

ビジネスチャンスが拡がりつつあります。もちろん、九州大学としては、上海交通大

学のベンチャービジネスへの展開や同大学が持つ上場企業の経営法を学ぶチャンスに

します。 
 国際交流として九州大学が展開すべき事項としては、 
1)東アジアの研究拠点大学連合への加盟 
2)情報発信、収集のための九州大学のオフィスを世界の主要国に設置 
3)九州大学研究センター、ブランチオフィスをアジアの拠点大学に開設 
4)国際的包括型産学連携校の拡大・拡充 
5)有効な教職員交換、学生の単位互換の実施 
等があります。 
 
3 大学改革 
 
 大学の構造改革や運営・経営戦略の策定は、国立大学の法人化と直接結びついてい
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るものではなく、法人化と関係なく国立大学が自主的、自律的に行うべきものです。

大学の運営の大部分を国費に頼っている現状では、大学の教育研究の成果、即ち「知」

を創造しそれを社会に還元することは当然の責務です。九州大学が教育研究分野で世

界の拠点大学として生き残るためには、制度、組織の変革も必要ですが、世界の一流

大学となるという教職員の意識改革と意欲、さらに競争心がまず不可欠となります。

教育研究に対して常に積極的でチャレンジ精神を持つことは、教員個々の意識、努力

と情熱に頼らざるを得ないからです。また一方、外部資金、競争的資金の更なる獲得

が、教育研究環境を一層良くすることは疑いもありません。教育研究における教員の

卓越した成果と競争的資金の獲得に対して、学内に評価制度を確立し、研究資金、研

究スペース、研究員の配分、研究時間の増加等により、顕著な活躍をしている教員へ

の優遇措置を明確にしたいと思います。  
 事務職員の意識改革と事務組織の再編も、法人化後の大学運営・経営に総長のリー

ダーシップを発揮するために不可欠です。法人化後の大学運営組織は各担当理事の下

に対応した事務組織が直結し、事務職員が担当理事の職務と責任を直接支える組織に

するつもりです。この組織化により、教育、研究、社会貢献、国際貢献、キャンパス

問題等、大学で協議、検討されている諸事項が直ちに総長に伝わり、大学運営・経営

に対する総長のリーダーシップが発揮しやすくなります。法人化後の大学運営に、教

員組織と事務組織の間で意識や認識の不一致があってはならないし、九州大学を教育

研究の世界レベルの中核的拠点校とするためにも、教職員が一丸となって行動するこ

とが望まれます。 
 大学運営、組織、人事、研究に係る現在の課題としては、 
1) 講座制度の見直し 
2) 高度専門職員の育成、確保（知的財産本部、産学連携、国際交流、社会人教育、留

学生教育、医療経営等） 
3) 人材の先行投資による先端教育・研究拠点形成 
4) 契約制、年俸制、任期付雇用の拡充 
5) 教員選考方法の改善 
6) 若手教員への重点的支援 
7) サバティカル制度の導入 
8) 兼業の規制緩和 
9) 競争的スペースの拡充 
10) 世界レベルの研究拠点形成 
11) 教員の申告による教育・研究義務時間の配分決定と評価制度の確立 
等があります。 
 以上、法人化後の問題、九州大学の現状、将来構想について、総長として個人的見
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解も含めて解説しました。法人化一年目の平成 16 年度は、法人化体制確立への移行

期と考えており、教育研究現場における教職員の意見の汲み上げの仕組みや待遇等は、

国立大学時代とほとんど変わらないと思っています。但し、法人化の精神である特色

ある優れた大学への移行や、法人化体制の下で可能となる規制緩和等は着々と進めて

いくべきですし、法人化後も九州大学の現状が何も変わらないのでは、社会的にも認

められません。私立大学を含めて本格的な大学間の競争が始まるこれから、九州大学

がブランド大学として生き残れるかどうかは、平成 16 年度の法人化移行期における

大学構成員の意識革命、組織改革、財務体制構築、産学連携、国際交流活動、評価等

にかかっています。九州大学の全構成員の融和、信頼、協力がこれ程求められている

時はありません。 
2004 年 1 月 1 日 

 


